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2023 年 6 月 24 日、港南台ケアプラザ 

瀬上沢保全に関する環境倫理学からのコメント 
吉永明弘（法政大学） 

 
『都市の環境倫理』の 3つの主張 

私の専門は環境倫理学である。ここ数年は、「都市の環境倫理」についての研究を

続けている。2014 年に刊行した拙著『都市の環境倫理』では、次の 3 点を主張した。 
 
（１）都市は地球の持続可能性に貢献できる。戸建て住宅に分散して住み、マイカ

ーで移動する郊外型のライフスタイルよりも、集住と公共共通の利用を中心とする

都市型のライフスタイルのほうが、資源とエネルギーが節約できるからである。 
（２）都市における自然に目を向けるべきである。都市の中にも動植物は存在する。

緑地も川もある。アスファルトの下には大地のデコボコがある。「都市には自然がな

い」と言ってしまうと、現にそこにある自然に目が向かなくなる。 
（３）都市生活はストレスが多いと言われるが、それは仕事のしかたや人間関係の

問題が大きく、必ずしも都市生活に起因するわけではない。都市で快適に過ごして

いる人もいる。地方への逃避を考えるよりも、都市生活のアメニティを高めること

を考えるべきである。 
 
これらは「都市」を環境倫理学のテーマとして設定することに対する批判に答え

たものでもある。そこで繰り返し強調したのは、都市が農村よりも圧倒的に優れた

環境であると言いたいわけではないという点である（また、「都市化」を進めるべき

だとも全く言っていない。都市のスプロール化は集住のメリットを損なうので抑制

されるべきだというのが「都市の環境倫理」から導き出される）。 
地球の人口の半数以上が都市に住んでいる現在、身近な環境とは都市環境であり、

都市環境を射程に入れずに原生自然や里山だけを強調する環境倫理学は人々の実感

から離れてしまうのではないか、という懸念から都市に焦点を当てたのである。 
もちろん、従来からの都市（および都市住民）に対する批判には頷けるものもあ

る。その一つは、都市は自立しておらず、資源、エネルギー、食料を農山漁村に依存

しているという点である。もっと強く言えば、都市は農山漁村から資源、エネルギ

ー、食料を搾取しているという論点である。この指摘は間違いではない。例えば電

気は送電ロスをもたらしながら遠方から都市へと運ばれてくる。また、食料も自給

できていない。地産地消ならば、輸送の燃料も、余分な保存料も使わずに済むだろ

う。 
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しかし現状では都市における完全な地産地消は夢物語である。それでも、「都市の

自給自足」をできるだけ追求すべきだとはいえる。例えば災害時のことを考えるな

らば、都市の中に小型の発電所や農地を整備することなどによって、少しでも電気

や食料を自給できるようにしておかないといけない。近年では企業でも自社発電の

取り組みがなされ、また市民農園への関心も強まりつつある。これは望ましい流れ

といえよう。 
 
オープンスペースの確保 

防災や緑という観点からは、日本の都市にはオープンスペースが足りないことが

昔から指摘されている。大谷幸夫『空地の思想』（北斗出版）という名著がある。大

谷は戦後日本を代表する建築家・都市計画家の一人である。この本は 1979 年に出版

され、現在は絶版になっているが、ここで指摘されている問題点は現在でもほとん

ど改善されていない。 
この本で大谷は、施設を作ればよいという「施設主義」の弊害を説く。主管官庁

の数だけ施設ができてしまうこと。職員（ここでは特に身障者施設の職員）の待遇

改善がなされないまま施設だけが増えるということ。これらは今でも通用する指摘

である。 
また、防災の基本は日常の生活環境を良くすることである、と喝破する。地下街

や巨大ビルは、日常性に欠け、容易に異常事態が発生する。大谷はここで、「空地」

（くうち）の重要性を説く。それは文字通り、空と地面であり、空気の容量が大き

ければ火事の際に煙が充満することもないとして、その防災的効果を主張している。

逆に地下街や巨大ビルは空地がないために危険になる。 
このように大谷は、施設づくりを中心とする都市計画を批判し、都市に空地を確

保することを主張している。大谷によれば、古代ギリシャでは「施設にできないよ

うな、あるいは、特定の施設にはしないほうが良い活動とか、行動や機能が広場に

残っている」が、「いまは施設になるものだけが価値があるとしてそれをつくり、施

設化できないものは価値がないとか存在しないかのごとく扱っている」。そして「ま

ちのなかのすべてが、既知のものとして、意味づけられたものだけで埋めつくされ

ているのはおかしい」として、「市街地の中の小さな原っぱ、あるいは傾斜地の自然

などをそっとして置こう」と述べている。 
ここから分かるのは、大谷が考えている都市の「空地」とは、「施設化されずに留

保された場所」ということである。留保されたところが、オープンスペースとして

都市民に寄与するのである。 
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「市街化調整区域」を再評価しよう 

この「空地」の思想を現代の法制度に当てはめると、それを体現しているのは「市

街化調整区域」ではないか、というのが本稿の仮説である。 
現在の日本の都市計画における「市街化区域」と「市街化調整区域」の線引きは、

産業の発展のために都市化を進める地域を指定するという意味合いが強い。つまり、

力点は「市街化区域」にある。「市街化調整区域」は「市街化を抑制すべき区域」で

あり、乱開発を避けて緑地や農地を維持することを目的としているが、現状ではそ

の理念があまり強調されていない。しかし、大谷の「空地の思想」を援用すること

によって、「市街化調整区域」の意義をよりうまく提示できるのではないかと思われ

る。 
 
「オーバーユース」を避けるためにも近所に緑地が必要 

都市地域に必要な「空地」の代表は「緑地」であろう。近年では、自然とのふれあ

いを求めて地方に移住する人や、観光で訪れる人の数が増えている。しかし、観光

客はその地域に対してプラスに働くとは限らない。確かに、観光という産業によっ

て活性化した地域も多いだろう。その一方で「オーバーユース」（過剰利用）による

自然破壊や地域の変容という問題も生じている。 
もちろん観光自体は批判されるべきものではないが、ある場所が「名所」になっ

たために人々が殺到して荒らされてしまう、というのはやりきれない思いがする。

それよりも、都市にある自然の魅力を発見し、そこで楽しむことができれば、わざ

わざ遠くの「名所」に行かなくても済むだろう。地域のオーバーユースだけでなく、

長期休みの道路の渋滞も少しは緩和するかもしれない。自然にふれるために、わざ

わざ別の地域に行く必要はない。自分たちが住んでいる地域に緑地を確保し、そこ

で自然に親しむことができれば、それが一番である。 
 
近隣の緑地を守るための運動 

近隣の緑地を守り抜いた市民運動として有名なのが、1979 年から 2003 年までの

25 年にわたって繰り広げられた「鎌倉広町の森」の保護運動である。以下では鎌倉

の自然を守る連合会『鎌倉広町の森はかくて守られた』（港の人）に従って、運動の

経緯を追っていく。 
1973 年に、近隣の森に開発の気配を感じた主婦が近所の人たちに相談したことが

きっかけとなり、1979 年に自治会を主体とする「広町の山を守る会」が成立した。

面白いのは、それまでその森の地域には名前がなかったのだが、この時に「広町」

という名前がついたということだ。人々が注目し、守りたいと思ったときに、名前

が付けられたのである。  
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「広町の山を守る会」は、現地の観察会から始め、市長への陳情、署名活動など

を活発に行っていく。その後、保全を求める自治会が結集し「鎌倉の自然を守る連

合会」が結成される。この「連合会」が最後まで運動を牽引することになる。 
最初の危機は、1989 年、当時の市長が開発を認める発言をしたことである。そこ

で市長の再選阻止を目指すが失敗に終わる。再度の署名活動、陳情、市長への抗議

などを展開し、1993 年の選挙で保全派の市長を誕生させる。 
新市長はすぐに開発手続きを凍結させたが、開発事業者はあきらめない。そこで

市・市民・開発事業者の三者協議が行われるが、議論は平行線をたどる。1998 年に

は開発手続きが再開される。市が開発事業者から損害賠償請求訴訟を起こすと言わ

れたからである。 
そこで「連合会」は土地の買い取り資金を集めるべく、トラスト運動に乗り出す。

また、環境アセスメントに多数の意見書を提出しつつ、市の保全策を待つことにな

る。審議会が出した案は都市計画法に基づく「都市林」にするというもので、これ

で市が具体的に保全に向けて動き出すことになった。その後も開発事業者との駆け

引きが続くが、ついに 2003 年に市の買い取りによる全面保全が実現した。  
 
今も続いている緑地開発と保護運動 

この本を読むと、鎌倉の市民たちの奮闘ぶりに圧倒される思いがあるが、近隣の

緑地を残したいという市民の要求が実現するために 25 年もかかることにも驚きを

感じる。それが日本の現状なのである。そして今でも緑地の開発は各地で行われて

いる。 
横浜市の港南区と栄区の区界付近にある「瀬上沢緑地」は、鎌倉市まで続く横浜

市内最大の一大緑地帯である。ここに東急建設による開発計画が持ち上がっている。

この計画に対して、市民団体「横浜のみどりを未来につなぐ実行委員会」

（http://livegreenyokohama.com/）が住民投票を行うことで市民の意思を示そうと

している。 
緑地の特徴、開発計画の概要、それに対する市民団体の対応などは「グリーンア

クティブ」の公式サイト（http://green-active.jp）にコンパクトにまとめられている。

論点はいくつかあるが、本稿の観点から指摘したいのは、横浜市がこの緑地の地域

を「市街化調整区域」から「市街化区域」に変更することによって、この開発を可能

にしようとしている点である。 
神奈川県が線引きしていた時代は、東急建設の開発計画も、「市街化区域」への線

引き変更も却下されていたという（2008 年）。しかし、地方分権によって基礎自治

体に権限が委譲され、神奈川県に代わって政令指定都市である横浜市が線引きを担

うことになってから、このような変更が計画されたのである。 
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住民に近い自治体に多くの権限を移譲するというのは、一見素晴らしいことのよ

うに見える。だが、基礎自治体の判断が必ずしも良いものになるとは限らない。「市

街化区域」に変更することによって、宅地や商業施設の建設が可能になると、一時

的に人口増加による税収や雇用が増加する。そこから基礎自治体は短期的なメリッ

トをねらって開発を許可する方向に進みがちである。しかし、日本が人口減少に向

かっていることを考慮すると、長期的には正しい判断とは言えないだろう。 
また、本稿の観点からは、この変更計画は「市街化調整区域」の理念を無視する

もののように思われる。何のために「市街化調整区域」があるのか、が考えられて

いないから、安易な線引きの変更計画が起こるのだ。「市街化調整区域」を、都市に

「空地」を確保するための制度としてもっと積極的に評価すべきである。そして、

自治体の短期的な都合によって安易な線引きの変更が起こらないようなしくみをつ

くることが望ましいと考える。 
 
「地域エゴ批判」に反論する（省略） 

 
以上、吉永明弘「都市に「緑地」はなぜ必要か――「市街化調整区域」を真面目に

考える」（SYNODOS 2017 年 10 月 3 日

https://synodos.jp/opinion/society/20444/）を転載。 
西條剛央『チームの力』ちくま新書、2015 年 
 
●論理「論理の本質は“追認可能性の高さ”にある。「１＋１＝２、２＋２＝４です

よね」といった論理の積み重ねは、追ってさえもらえれば「なるほど確かにそうだ」

と思ってもらえる。つまり追認可能性の高い理路は、多くの人に了解してもらうこ

とができる」（33 頁）。 
●「「賛成」「反対」で意見がぶつかるとき、その対立の奥には“関心の違い”があ

る」（36 頁） 
●「何でもいいから意見を言ってください」はNG（38 頁） 
方法の原理：方法の有効性は“状況”と“目的”によって変わる 
→「今の状況と目的を踏まえたうえで、よりよい代案を出してください」 
→「メンバーにとってその案が「自分のもの」になる」 
●「組織ベースではなく、時限的に成立する“チーム”を基本にする」（211 頁） 
●理念の本質（54～56 頁） 
（１）「組織は大切にする価値観を表明したもの」 
 根本的な価値観を同じくしていなければ、ただのカオスにしかならない。 
（２）組織が目指すべき方向性や足並みを揃えるための“組織のコンパス”」 

https://synodos.jp/opinion/society/20444/
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（３）それが失われたら存在している意味がない、というほどに最も堅持すべきも

のであり、それに照らして意思決定をすべき“組織の憲法”」 
ビジョン：「組織が目指すべき将来像をスケッチした“下書き”」（56 頁） 

●原理「批判的吟味を通して、“例外なくそのように言える”と確かめられた“原理”

は、経験に基づく個別理論と異なり、いつでもどこでも普遍的に洞察できる“視点”

として活用することが可能になる」（63 頁）。 
「言われてみれば当たり前のように感じるものであり。それに沿えば必ずうまくい

くというものではないが、それから踏み外したときには確実に失敗するという類の

もの」（111 頁）。 
●価値の原理「すべての価値は目的や関心、欲望といったものに応じて（相関して）

立ち現れる」（63 頁）。 
●リーダーシップ「（1）特定の状況下で、（2）自分を活かして、（3）チームの目的

を実現するための技能」（68～69 頁）。「状況と目的を踏まえ、ステージごとにリー

ダーシップをとるべき人を柔軟にシフトしていく」（79 頁）。 
●方法は「特定の状況において使われる、目的を達成するための手段」（106 頁） 
●埋没コスト「これまでに積み重ねてきた実績や信頼、費やした時間や資金といっ

た回収不可能なコスト」（117 頁）。戦争や原発を止められない理由。損切り（ロスカ

ット）ができない。 
「方法自体がその人のアイデンティティと一体化している場合には、それを変更す

ることはそれまでの人生を否定すること、つまり人生そのものが埋没コストになっ

てしまうことを意味する」（118 頁）。 
埋没コストは「それまで費やしてきた時間、労力、資金といった“過去”をベースと

した意思決定」。方法の原理とは「状況と目的、つまり“現在”の状況と目指すべき

“未来”を基点とした意思決定」（119 頁）。 
●意味の原理「起きた出来事をなかったことにはできないが、その“出来事の意味

は事後的に決まる”」。「勇気をもって方針転換し、その経験を糧に次のプロジェクト

で成功させることができたならば、「あれがあったからこんな風になれた」と思うこ

とはできる。本当に埋没コストになるかどうかは、むしろその後の行動とその結果

によって決まる」（122 頁）。 
●戦略の原理「状況と目的を見定めながら有効な指標を追求、選択、創出し続ける

こと」（137 頁）。重機免許取得プロジェクト。 
●人間の原理「すべての人間は関心を充たしていきたいと欲してしまう」（151 頁）。 
●モチベーションは関心に基づく（151 頁） 
「まったく関心のない事柄については、モチベーション以前の問題であり、良い／

悪いといった価値判断以前の不毛の荒野が広がるばかり」（152 頁）。 
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「関心を尊重しないマネジメントは、人間の本質から外れているがゆえに、誰も幸

せにしない」（154 頁）。 
●信念対立の回避と解消（182 頁） 
「互いの意見が違っていたら、その意見がどういう契機―関心から導き出されてい

るのかを理解し、相手の関心を自分の中に取り込んだ上で、組織の目的に照らして、

両者の関心を両立させたり、あるいはより妥当な意見を採用すればいいのだ」（188
頁）。 
「自分の価値判断（確信構造）がいかにして形作られているか（構成されているか）

を認識すること」（190 頁）。 
「関心が高いためにこだわりが強くなり、善意ゆえに自らを絶対視してしまいがち

になる」（191 頁）。「自分にとっての真理を絶対視しない」（193 頁）。 
「相手の<物語>に対する想像力をはたらかせることができる力、それは教養として

育めるものだ」（195 頁）。 
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